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土地 ・ 水調整課

近年、局所的な豪雨の増加により全国
各地で土砂災害が頻発している。本県
でもこれまで多くの土砂災害が発生し
ていることから、県民の生命・財産を
守り、安全・安心な生活環境を確保す
るためハード・ソフト両面の対策を推
進していく必要がある。

次期国土利用計画策定に当たっての基本的な考え方

●県土の魅力を高め、より良い状態で次世代へ
引き継いでいくために必要な土地利用

地域の連携を強化し、地域間の交流促進
を図る基盤施設としての高速交通ネット
ワークの充実が望まれる。

県土の連携軸を強化し、
産業の活性化と生活圏
相互の交流を推進する。

次の世代に引き継ぐべき
資産として都市公園等を
確保する必要がある。

土砂災害の発生状況に応
じて、砂防指定地、地す
べり防止区域、急傾斜地
崩壊危険区域の指定が必
要な箇所において逐次、
指定を行っていく。

国へ福島復興再生特別措置法
に基づく財源措置や一部事業
の直轄権限代行を求める等、
整備手法を含めて戦略的に整
備を進めていく必要がある。

2020年代初頭ま
での完成を目指す。

土地利用の質的向上 美しくゆとりある県土利用
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都市公園をはじめとする
様々な公園の整備を進め
ていく。
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●活力ある県土づくりに向けた土地利用

●県土の安全性を高める土地利用

●持続可能な社会の実現に向けた土地利用

●人の営みと自然の営みが調和した土地利用



復旧・復興・再生のための土地利用

面的除染は終了したが、現在も仮置場
等で除去土壌等を保管していることか
ら、除去土壌等の早期搬出と搬出後の
原状回復を着実に実施する必要があ
る。特に農地については営農再開に支
障をきたすことのないよう適切な措置
を講じる必要がある。

今後も津波被災地を中心に、

復旧工事の早期完了と道路

インフラ等の充実強化を図り、

安全安心の確保に努める。
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津波被害に強いまちづくりの早期実現の
ため、防災緑地の早期完成を目指す。

令和元年度の完成に向けて整備
を進める。

津波被害を受けた農地は、災
害関連事業及び復興基盤総合
整備事業を活用して早期に復
旧・再生を図り、地域の担い
手への農用地の利用集積を進
めることが必要。

利用集積の加速化を図るため、
大区画化・汎用化を進めてい
くが、避難指示区域内の農地
に関しては、区域解除とその
後の農業者の意向を踏まえて
整備を進めていく。

◆工事箇所別進捗状況と地域別進捗状況

県内の仮置場等に保管され
ている除去土壌等は、帰還
困難区域を除き、2021年
度までに中間貯蔵施設への
搬入完了を目指している。

大規模な土地利用の変更は、自然的、社会的な
影響が大きいため、地域特性と調和した適正か
つ合理的な土地利用を誘導する必要がある。

制度の適正な運用を
図っていく。
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土地利用の質的向上 循環と共生を重視した土地利用

土地需要の量的調整
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開発許可制度の運用に当たっては、
良好な宅地水準の確保を図るとと
もに、市街化区域及び市街化調整
区域の区域区分の制度趣旨を踏ま
え、将来のまちづくりを展望した
適正な土地利用について誘導する
必要がある。

開発許可件数は、復興需要の落ち
着きや人口減少傾向から、緩やか
に減少すると予想される。
宅地等の誘導は、区域区分及び開
発許可の適正な運用のほか、立地
適正化計画の策定等により都市機
能誘導・居住誘導を図っていく。

帰還困難区域の海岸堤防等
の復旧・復興については、
特定復興拠点等の整備に合
わせ、復旧・復興事業に取
組んで行く。
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